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令和６年度山梨大学共同研
究契約

福島国際研究教育機構
総務部長　西山　崇志
（福島県双葉郡浪江町大字権
現堂字矢沢町6番地1）

令和7年3月6日
国立大学法人山梨大学
（山梨県甲府市武田四
丁目４番３７号）

　機構が機構以外の者と共同で研究を行う場合において、当該共同研究先の期
間が使用する特殊な機器、材料、ソフトウェア又は役務の契約であって、契約の
性質又は目的が競争を許さないことから、福島国際研究教育機構会計規程第３３
条１号の規定により、国立大学法人山梨大学と随意契約を行うものである。

- 7,700,000 - - - - -
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